
法令及び当社定款第17条の規定に基づき、上記の事項につきましては、インター
ネット上の当社ウェブサイトに掲載することにより、株主の皆様に提供しておりま
す。（https://jdsc.ai/）

第４期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

■事業報告

　新株予約権等の状況

　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

■計算書類

　株主資本等変動計算書

　個別注記表

（2021年７月１日から2022年６月30日まで）
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第２回新株予約権

決議年月日 2021年９月３日

付与対象者の区分及び人数（名）

取締役　２
従業員　４［５］
内定者　１［０］
採用候補者　２［０］（注）２

新株予約権の数（個） 478［340］（注）３

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）
普通株式　478［334,600］
（注）３、９

新株予約権の行使時の払込金額（円） 322,710［462］（注）４、９

新株予約権の行使期間
自　2021年９月６日
至　2031年９月６日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　324,260［464］
資本組入額　　162,130［232］
（注）４、９

新株予約権の行使の条件 （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を
要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）８

１. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況
　　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　　該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
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調整後付与株式数＝調整前付与株式数× 分割（または併合）の比率

※　発行決議日（2021年９月３日）における内容を記載しております。新株予約権発行時から当
事業年度末現在（2022年６月30日）にかけて変更された事項については、当事業年度末現在に
おける内容を［　］内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容
から変更はありません。

（注）１．本新株予約権は、新株予約権１個につき1,550円で有償発行しております。
２．内定者１名は、当事業年度末現在（2022年６月30日）、当社従業員となっておりま

す。なお、2021年12月31日までに当社または当社の関係会社の従業員とならなかっ
た採用候補者２名に付与した新株予約権は、新株予約権の取得に関する事項に基づき無
償取得され消却されております。

３．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当て
を含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとす
る。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につ
いては、これを切り捨てるものとする。

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う
場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲
で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
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調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割（または併合）の
比率
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１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

４．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により
行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の
発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己
株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により行
使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数
から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる
自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替
えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割
を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社
は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
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５．新株予約権行使の条件
①　新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は2022年６月

期から2025年６月期までの事業年度において、当社の損益計算書（連結損益計算書を作
成している場合は連結損益計算書、以下同様。）に記載された売上高が、下記に定める
条件を超過した場合、それぞれに定められている割合（以下、「行使可能割合」とい
う。）を上限に本新株予約権を行使することができる。ただし、上記の各事業年度にお
ける売上高が、前年度の売上高を下回った場合には、残存するすべての本新株予約権を
行使することができないものとする。
　なお、行使可能割合による調整により、行使可能な本新株予約権の個数に１個未満の
端数が生じた場合には、これを切り下げるものとする。
（a）2022年６月期の売上高が、2021年６月期の売上高に150％を乗じた金額を超過

した場合
行使可能割合：25％

（b）2023年６月期の売上高が、2022年６月期の売上高に150％を乗じた金額を超過
した場合

行使可能割合：25％
（c）2024年６月期の売上高が、2023年６月期の売上高に150％を乗じた金額を超過

した場合
行使可能割合：25％

（d）2025年６月期の売上高が、2024年６月期の売上高に150％を乗じた金額を超過
した場合

行使可能割合：25％
　また、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更もしくは当社の業績
に多大な影響を及ぼす企業売却や事業売却が発生し当社の損益計算書に記載された実績
数値で売上高の判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当
社は合理的な範囲内で当該事象の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行う
ことができるものとする。

－ 4 －



②　上記①に関わらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日ま
でにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約
権を行使することができないものとする。
（a）251,882円（ただし、上記４．において定められた行使価額同様に適切に調整さ

れるものとする）を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき
（ただし、払込金額が会社法第199条第３項・同第200条第２項に定める「特に有
利な金額である場合」及び普通株式の株価とは異なると認められる価格である場合
並びに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。）。

（b）251,882円（ただし、上記４．において定められた行使価額同様に適切に調整さ
れるものとする）を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき
（ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価
と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。）。

（c）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも
上場されていない場合、251,882円（ただし、上記４．において定められた行使価
額同様に適切に調整されるものとする）を下回る価格を対価とする売買その他の取
引が行われたとき（ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認めら
れる価格で取引が行われた場合を除く。）。

（d）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に
上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取
引の終値が251,882円（ただし、上記４．において定められた行使価額同様に適切
に調整されるものとする）を下回る価格となったとき。

③　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社（財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号、その後の
改正も含む。）第８条で定義される。） の取締役、監査役または従業員であることを要
する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が
認めた場合は、この限りではない。

④　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株

式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
⑦　新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所へ上場した日（同日を含

む。）から１年を経過する日（同日を含む。）までは、本新株予約権を行使することは
できないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

⑧　その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約
権割当契約書」で定めるところによる。
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６．増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。
計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額
とする。

７．新株予約権の取得に関する事項
①　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約

もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議（取締役会
設置会社でない場合には、取締役の決定））がなされた場合は、当社は、当社取締役会
（取締役会設置会社でない場合には、取締役の過半数）が別途定める日の到来をもっ
て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、上記５.に定める規定により本新株予約権の行使
ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会（取締役会設置会社でない場合には、
取締役の過半数）が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することが
できる。

③　新株予約権者が、本新株予約権の割当日に当社または当社の関係会社の取締役、監査
役及び従業員のいずれでもない場合には、2021年12月31日までに当社または当社の関
係会社の従業員とならなかったときは、当社は、当社取締役会（取締役会設置会社でな
い場合には、取締役の過半数）が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で
取得することができる。

④　新株予約権者が当社または当社の関係会社の就業規則 その他の社内諸規則等に定める
降格または懲戒事由に該当した場合は、当社は、当社取締役会（取締役会設置会社でな
い場合には、取締役の過半数）が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取
得することができる。
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８．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式
交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合に
おいて、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以
下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記３．に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条

件等を勘案のうえ、上記４．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額
に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を
乗じた額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の

末日までとする。
⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備に

関する事項
上記６．に準じて決定する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会（取締役会設置会社でな

い場合には、株主総会の決議による承認を要するものとする。
⑧　その他新株予約権の行使の条件

上記５．に準じて決定する。
⑨　新株予約権の取得事由及び条件

上記６．に準じて決定する。
⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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９．2021年８月19日開催の取締役会決議により、2021年９月29日付で普通株式１株につ
き700株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の
数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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第２-２回新株予約権

決議年月日 2021年９月16日

付与対象者の区分及び人数（名）
従業員　０［１］
採用候補者　２［０］（注）２

新株予約権の数（個） 111［23］（注）３

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）
普通株式　111［77,700］
（注）３、９

新株予約権の行使時の払込金額（円） 322,710［462］（注）４、９

新株予約権の行使期間
自　2021年９月28日
至　2031年９月６日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　324,260［464］
資本組入額　　162,130［232］

新株予約権の行使の条件 （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を
要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）８

※　発行決議日（2021年９月16日）における内容を記載しております。新株予約権発行時から当
事業年度末現在（2022年６月30日）にかけて変更された事項については、当事業年度末現在に
おける内容を［　］内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容
から変更はありません。

（注）１．本新株予約権は、新株予約権１個につき1,550円で有償発行しております。
２．採用候補者のうち１名は、当事業年度末現在（2022年６月30日）、当社従業員となっ

ております。なお、2021年12月31日までに当社または当社の関係会社の従業員とな
らなかった採用候補者１名に付与した新株予約権は、新株予約権の取得に関する事項に
基づき無償取得され消却されております。
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調整後付与株式数＝調整前付与株式数× 分割（または併合）の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割（または併合）の
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金 額

調整後
行 使
価 額

＝
調整前
行 使
価 額

×
既発行
株式数 ＋ 新規発行前の

１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

３．付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当て
を含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとす
る。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予
約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につ
いては、これを切り捨てるものとする。

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う
場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲
で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

４．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により
行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の
発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己
株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により行
使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数
から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる
自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み
替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割
を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社
は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
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５．新株予約権行使の条件
①　新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は2022年６月

期から2025年６月期までの事業年度において、当社の損益計算書（連結損益計算書を作
成している場合は連結損益計算書、以下同様。）に記載された売上高が、下記に定める
条件を超過した場合、それぞれに定められている割合（以下、「行使可能割合」とい
う。）を上限に本新株予約権を行使することができる。ただし、上記の各事業年度にお
ける売上高が、前年度の売上高を下回った場合には、残存するすべての本新株予約権を
行使することができないものとする。
　なお、行使可能割合による調整により、行使可能な本新株予約権の個数に１個未満の
端数が生じた場合には、これを切り下げるものとする。
（a）2022年６月期の売上高が、2021年６月期の売上高に150％を乗じた金額を超過

した場合
行使可能割合：25％

（b）2023年６月期の売上高が、2022年６月期の売上高に150％を乗じた金額を超過
した場合

行使可能割合：25％
（c）2024年６月期の売上高が、2023年６月期の売上高に150％を乗じた金額を超過

した場合
行使可能割合：25％

（d）2025年６月期の売上高が、2024年６月期の売上高に150％を乗じた金額を超過
した場合

行使可能割合：25％
　また、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更もしくは当社の業績
に多大な影響を及ぼす企業売却や事業売却が発生し当社の損益計算書に記載された実績
数値で売上高の判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当
社は合理的な範囲内で当該事象の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行う
ことができるものとする。
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②　上記①に関わらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日ま
でにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約
権を行使することができないものとする。
（a）251,882円（ただし、上記４．において定められた行使価額同様に適切に調整さ

れるものとする）を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき
（ただし、払込金額が会社法第199条第３項・同第200条第２項に定める「特に有
利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価格である場
合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。）。

（b）251,882円（ただし、上記４．において定められた行使価額同様に適切に調整さ
れるものとする）を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき
（ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価
と異なる価格に設定されて発行された場合を除く。）。

（c）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも
上場されていない場合、251,882円（ただし、上記４．において定められた行使価
額同様に適切に調整されるものとする）を下回る価格を対価とする売買その他の取
引が行われたとき（ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認めら
れる価格で取引が行われた場合を除く。）。

（d）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に
上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取
引の終値が251,882円（ただし、上記４．において定められた行使価額同様に適切
に調整されるものとする）を下回る価格となったとき。

③　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社（財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号、その後の
改正も含む。）第８条で定義される。）の取締役、監査役または従業員であることを要
する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が
認めた場合は、この限りではない。

④　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株

式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
⑦　新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所へ上場した日（同日を含

む。）から１年を経過する日（同日を含む。）までは、本新株予約権を行使することは
できないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

⑧　その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約
権割当契約書」で定めるところによる。
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６．増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社

計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。
計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額
とする。

７．新株予約権の取得に関する事項
①　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約

もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画
について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議（取締役会
設置会社でない場合には、取締役の決定））がなされた場合は、当社は、当社取締役会
（取締役会設置会社でない場合には、取締役の過半数）が別途定める日の到来をもっ
て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、上記４.に定める規定により本新株予約権の行使
ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会（取締役会設置会社でない場合には、
取締役の過半数）が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することが
できる。

③　新株予約権者が、本新株予約権の割当日に当社または当社の関係会社の取締役、監査
役及び従業員のいずれでもない場合には、2021年12月31日までに当社または当社の関
係会社の従業員とならなかったときは、当社は、当社取締役会（取締役会設置会社でな
い場合には、取締役の過半数）が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で
取得することができる。

④　新株予約権者が当社または当社の関係会社の就業規則 その他の社内諸規則等に定める
降格または懲戒事由に該当した場合は、当社は、当社取締役会（取締役会設置会社でな
い場合には、取締役の過半数）が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取
得することができる。
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８．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式
交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合に
おいて、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」と
いう。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以
下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数
　　新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
　　再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
　　組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。
④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条

件等を勘案のうえ、上記３．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額
に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を
乗じた額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間
　　行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の

末日までとする。
⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項
　　上記５．に準じて決定する。
⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
　　譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会（取締役会設置会社でな

い場合には、株主総会の決議による承認を要するものとする。
⑧　その他新株予約権の行使の条件
　　上記４．に準じて決定する。
⑨　新株予約権の取得事由及び条件
　　上記５．に準じて決定する。
⑩　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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９．2021年８月19日開催の取締役会決議により、2021年９月29日付で普通株式１株につ
き700株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の
数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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２. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ　個人情報については、法令及び「個人情報保護管理規程」に基づき、厳重に管理します。
また、管理に必要なセキュリティインフラの整備も行います。個人情報以外の情報について
も、その内容に応じて個人情報と同等に取扱い、必要な管理体制を確立しています。

ロ　文書については、法令及び「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び管理します。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ　当社では損失の危険に関して、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュ
アル」を制定し、当社の事業運営に支障となるリスクやコンプライアンス上の課題を管理・
評価する体制としております。

ロ　「コンプライアンス・リスク管理委員会規程」に基づき、コンプライアンス・リスク管理
委員会を設置し、経営上の重大なリスクへの対応方針、その他リスク管理の観点における重
要な事項について審議を行い、必要に応じてその結果を取締役会に報告する体制としていま
す。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
イ　取締役会は原則として月１回開催するほか、迅速な意思決定を必要とする場合においては
臨時取締役会を開催しています。

ロ　「取締役会規程」「組織規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」を定め、取締役の職務
及び権限、責任の明確化を図っております。

ハ　執行役員を配置し、意思決定に必要な情報を効率的に収集できる体制としています。
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④ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ　法令、定款、社内規程の遵守を目的とした「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び
従業員に対して必要な啓蒙活動、教育活動を推進します。

ロ　「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務執行に関する社内規程を整備し、取締役及び
従業員は定められた社内規程に沿って職務執行にあたります。

ハ　内部監査担当を配置し、「内部監査規程」に基づき業務運営、財産管理、法令・社内規程
の遵守状況に関する監査を実施します。また、その結果を代表取締役に報告し、監査役にも
共有します。

ニ　内部通報制度に関して「内部通報規程」を定め、通報窓口を設けています。法令及びその
他コンプライアンス違反またはその恐れのある事実の早期発見に努めます。

ホ　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、いかなる場合においても
金銭その他経済的利益を提供しないことを方針としており、「反社会的勢力対策規程」を定
め不当な要求に対しては弁護士や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応します。

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
　監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合、当社は監査役の補助者を従業
員の中から選び、配置することができることとします。

⑥ 監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役の補助者に係る人事異動、人事考課、処罰等の決定については、事前に監査役会の許
可を得ることとします。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ　監査役は取締役会に出席し、また経営会議等の重要な会議に出席できるものとします。
ロ　監査役会において、内部監査担当から内部監査結果などの情報交換を行うものとします。
ハ　「内部通報規程」において、通報者が通報を行ったことに関していかなる不利益も与えて
はならないことを明確にいたします。また、監査役への報告についても、同様の取扱いとし
ます。
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⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役は職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用を、当社に請求することができるものとしています。また、当該請求に係る
費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに会社が支払うもの
とします。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ　監査役は代表取締役と定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高めています。
ロ　内部監査担当及び監査法人と定期的に情報交換を行い、相互連携を図ります。
ハ　稟議書等の社内の重要な文書を閲覧する権限を有し、必要に応じて取締役または従業員か
ら説明を求めるものとします。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、2021年３月にプラ
イバシーマークを取得し、管理体制の更なる向上に努めております。
　損失の危険の管理に関する規程その他の体制については、四半期ごとにコンプライアンス・リ
スク管理委員会を開催し、コンプライアンス体制の更なる向上や、ビジネスリスクの洗い出しと
その対応に努めております。
　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制等につい
て、当社では法令、定款、社内規程を遵守し職務執行を行っておりますが、さらにこれらが遵守
されているかを法務や経理といった間接部門が日々確認し、加えて内部監査が定期的に監査を実
施することで、より強固な体制となるよう努めております。
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(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配
当を実施しておりません。しかしながら、株主の皆様に対する利益還元については経営の重要課
題の一つと位置付けておりますので、将来的には、経営成績、財政状態、事業計画の達成状況等
を勘案しながら、株主の皆様への利益配当を検討していく方針でありますが、配当の実施の可能
性及びその実現時期等については、未定であります。なお、内部留保資金については、長期的か
つ安定した成長発展のための事業展開・設備投資・研究開発等に活用していく予定であります。
　当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。ま
た、剰余金の配当を行う場合、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。
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( 2021年７月１日から
2022年６月30日まで )

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

当 期 首 残 高 100,000  1,558,412 1,460,412 3,018,825
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 309,120 309,120 309,120
減 資 △309,120 309,120 309,120
当 期 純 損 失
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － 618,240 － 618,240
当 期 末 残 高 100,000 2,176,652 1,460,412 3,637,065

株 主 資 本

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
利 益 剰 余 金

株 主 資 本
合 計そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 首 残 高 △66,944 △66,944 3,051,881 － 3,051,881

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 618,240 618,240

減 資 － －

当 期 純 損 失 △82,931 △82,931 △82,931 △82,931
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 562 562

当 期 変 動 額 合 計 △82,931 △82,931 535,309 562 535,871

当 期 末 残 高 △149,875 △149,875 3,587,190 562 3,587,752

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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建物 ４年
工具、器具及び備品 ４年～８年

ソフトウェア ５年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　　その他有価証券
　　　投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）につ
いては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最新の決算書等を基礎とし、その持分相当
額を純額で取り込む方法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

(3) 繰延資産の処理方法
株式交付費
株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。

(4) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金
　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　なお、当事業年度において、貸倒実績及び貸倒懸念債権等の回収不能見込額がないため、貸倒引当金は
計上しておりません。

② 受注損失引当金
　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を
合理的に見積ることが可能なものについて、将来の損失見込額を計上しております。
　なお、当事業年度においては、受注契約に係る将来の損失が見込まれないため、受注損失引当金を計上
しておりません。
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(5) 収益及び費用の計上基準
AIソリューション事業
　当社は主として、共同研究開発や初期導入フェーズにおける課題特定や全社戦略策定の支援、PoCの実
施、AIアルゴリズムの構築及びシステム実装等の準委任型の役務提供を通じたフロー型（非継続）の収益
と、サービス利用料やコンソーシアム会費等のストック型（継続）の収益を得ており、収益認識に関する
会計基準（企業会計基準第29号。以下、「収益認識基準」）に基づき、契約ごとの履行義務に応じて収
益を認識しております。
　履行義務を充足する通常の時点は、フロー型（非継続）の収益は、顧客との契約における義務を履行す
ることにより、別の用途に転用することができない資産が生じ、また完了した部分について対価を収受す
る強制力のある権利を有していることから、主として一定の期間にわたり充足される履行義務であると判
断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。ストック型
（継続）は主として一定期間にわたり履行義務が充足されるものであることから、契約条件に基づいて毎
月収益認識を行っております。

(6) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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２. 会計方針の変更に関する注記
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期
首に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
当該会計方針の変更により当事業年度の売上高及び損益、並びに利益剰余金の当期首残高に与える影響はあ
りません。
　また、収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示して
いた「売掛金」は、「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」及び
「前受収益」は、「契約負債」に含めて表示することといたしました。

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
　当該会計方針の変更により計算書類に与える影響はありません。
　また、「５．金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の
注記を行うこととしております。

３. 会計上の見積りの変更に関する注記
　当社は、会社の成長による社員数増加に対応するため、本社オフィスの移転を計画しており、2022年６
月16日開催の取締役会において、現在の本社オフィスに係る不動産賃貸借契約を更新しない方針を決議い
たしました。
　当該決議及び退去時の原状回復費用の新たな情報の入手に伴い、当事業年度において、本社オフィスの原
状回復義務として計上していた資産除去債務について、原状回復費用及び使用見込期間に関して見積りの変
更を行い、当該見積りの変更による増加額4,054千円を資産除去債務残高に加算しております。また、移転
後利用見込みのない固定資産については、不動産賃貸借契約終了日（2023年６月）までの期間で減価償却
が完了するよう将来にわたり耐用年数を変更しております。
　また、当該見積りの変更に伴う当事業年度の損益への影響額は1,338千円であります。
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普通株式 12,811,700株

４. 株主資本等変動計算書に関する注記
　当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

５. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
　当社は短期的な運転資金及び設備投資資金については、自己資金及び銀行借入による方針であります。
また、資金運用に関しては安全性の高い預金等に限定し、デリバティブ取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。
　敷金及び保証金については、主にオフィスの賃貸借契約に伴うものであり、預託先の信用リスクに晒さ
れております。
　投資有価証券は、投資事業組合への出資であり、投資先の事業リスクに晒されております。
　営業債務である未払金、未払法人税等、未払消費税等はそのほとんどが１年以内に決済または納付期限
が到来するものであります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、与信管理規程に従い、取引先ごとの与信限度額設定や与信限度額の定期的な見直しを行い、
月単位で回収期日や残高を管理するとともに、財政状況等の悪化等による回収懸念の早期発見や軽減を
図っております。
ロ　流動性リスク（支払期限に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社経理部門が月次単位での支払い予定を把握するとともに、手許流動性を維持すること等により、
管理しております。
ハ　事業リスク（投資先の事業に係るリスク）の管理
　定期的に投資事業組合の財政状態を把握しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価格が変動することがあります。
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貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

敷金及び保証金 95,224 89,380 △5,844
　資産計 95,224 89,380 △5,844

区分 当事業年度（千円)
組合出資金 42,839

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金及び保証金 － 89,380 － 89,380

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2022年６月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

（注）１．「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税
等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するも
のであることから記載を省略しております。

　　　２．市場価格のない組合出資金等の貸借対照表計上額

※　組合出資金は、投資事業組合への出資金であるため、「時価の算定に関する会計基準の適
用指針（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日）第27項に従い、時価開示の対象と
はしておりません。

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
　レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
　レベル３の時価：重要な観測できないインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
敷金及び保証金
これらの時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値に
より算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　繰延税金資産
　税務上の繰越欠損金 34,240千円
資産除去債務 8,329千円
その他 11,699千円
繰延税金資産小計 54,269千円
　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △34,240千円
　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △20,029千円
評価性引当額小計 △54,269千円
繰延税金資産合計 －千円
繰延税金資産の純額 －千円

(1) １株当たり純資産額 279円99銭
(2) １株当たり当期純損失 ６円56銭
（注）2021年８月19日開催の取締役会決議により、2021年９月29日付で普通株式１株につき700株の割合

で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資
産額及び１株当たり当期純損失を算定しております。

６. 税効果会計に関する注記

７. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「個別注記表　１.重要な会計方針に係る
事項に関する注記　(5)収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しておりま
す。

８. １株当たり情報に関する注記

９. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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